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12　月　の　競　輪　開　催　日　程

函　館 
青　森 
いわき平 （ナ 6 ～ 8）〔ナ 16～ 19〕
弥　彦 
前　橋 （1 ～ 3）〔20 ～ 22〕
取　手 （1 ～ 3）
宇都宮 〔6～ 8〕
大　宮 （13 ～ 15）（18 ～ 20）
西武園 （8 ～ 10）〔25～ 27〕
京王閣 （16 ～ 18）（24 ～ 26）
立　川 （11 ～ 13）〔28～ 30〕
松　戸 （15 ～ 17）（29 ～ 31）
千　葉 （7 ～ 9）〔20 ～ 22〕
川　崎 （22 ～ 24）（29 ～ 31）
平　塚 〔16～ 18〕
小田原 （7 ～ 9）〔23 ～ 25〕

伊　東 （11～ 14）
静　岡 〔6～ 8〕（25 ～ 27）
豊　橋 （13 ～ 15）（20 ～ 22）
一　宮 （9 ～ 11）
名古屋 （16 ～ 18）〔20～ 22〕
岐　阜 （13 ～ 15）（29 ～ 31）
大　垣 〔6～ 8〕〔25 ～ 27〕
松　阪 〔7～ 9〕（29 ～ 31）
四日市 （ナ 22 ～ 24）
富　山 （4 ～ 6）
福　井 （6 ～ 8）
大　津 （18 ～ 20）（22 ～ 24）
奈　良 〔6～ 8〕（25 ～ 27）
向日町 （15 ～ 17）
和歌山 〔20～ 22〕
岸和田 〔9～ 11〕（29 ～ 31）

玉　野 （6 ～ 8）（18 ～ 20）
広　島 （3 ～ 5）（23～ 26）
防　府 〔15～ 17〕
高　松 （1 ～ 3）（13 ～ 15）
観音寺 〔6～ 8〕（20 ～ 22）
小松島 〔20～ 22〕
高　知 （8 ～ 10）
松　山 〔ナ 10～ 12〕（ナ 28 ～ 30）
小　倉 （2～ 5）〔ナ 13 ～ 15〕〔ナ 25 ～ 27〕
別　府 （7 ～ 9）（13 ～ 15）
武　雄 〔6～ 8〕（20 ～ 22）
佐世保 （16～ 19）
久留米 （9 ～ 11）
熊　本 （20 ～ 22）

（注） １.　太字は F Ⅰ以上の開催を表す。（〔　〕はＦ Iを表す）
 ２.　太字のナはナイター競輪を表す。

◆　12・１月の開催につきましては、変更することがありますので予めご承知おきください。

今月のトピックス

（写真提供　共同通信社）

◇第 99回生卒業記念レース決勝成績◇

着順 選手名 年齢 出身
1
2
3
4
5
6
7
8
9

33
20
22
22
25
25
19
26
19

上吹越俊一
岩井　良平
横関　裕樹
本郷　雄三
今藤　康裕
和田　禎嗣
藤井　英二
石川　裕二
和田真久留

鹿児島
大阪
岐阜
熊本
岐阜
埼玉
兵庫
茨城
神奈川

◆上吹越俊一生徒が優勝　第 99 回生卒業記念レース
　日本競輪学校の第 99 回生徒卒業記念レースが 10月
13、14日、伊東温泉競輪場で行われ、鹿児島の上吹越
俊一（かみふきごし・しゅんいち　33 歳）が優勝した。2
位には岩井良平（大阪　20 歳）、3位には横関裕樹（岐阜
22 歳）が入った。卒業生は 2011年 1月にデビューする。
上吹越俊一の話：この喜びは師匠（内村豪）と両親と弟
に伝えたい。デビューしたら前々で熱い走りをみせます。

◆ヤンググランプリ2010　出場予定選手決まる
　12月28日（火）に立川競輪場で開催される「ヤンググ
ランプリ2010」（GⅡ）の出場予定選手が以下の通り決まっ
た。
<正選手>　深谷知広（96 期・愛知）、木暮安由（92 期・
群馬）、岩本俊介（94 期・千葉）、牛山貴広（92 期・茨城）、
三谷将太（92 期・滋賀）、脇本雄太（94 期・福井）、坂本
貴史（94 期・青森）、水谷好宏（93 期・滋賀）、西谷岳文（93
期・京都）
<補欠選手>　中野彰人（93 期・和歌山）

◆最高払戻金の記録更新　チャリロト
　平塚競輪で10月21日（木）、後半 7レースの1着を当
てる「チャリロト」において 905,987,400 円の払戻金があっ
た。払戻金としては国内史上最高額。的中は1票だった。
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■平成 22・10・28 製第 1号
　平成 22 年 10 月 28 日

財団法人 JKA　会長　下重　暁子　殿
経済産業大臣　大畠　章宏

「競輪に係る業務の方法に関する規程」変更の認可について

　平成 22 年 10 月 22 日付け 22JKA総務第 47 号をもって申請のありました上記の件については、自転車競技法第 26 条第
2項の規定に基づき、認可します。

認可

『競輪に係る業務の方法に関する規程』新旧対照表

改　正　案現　　行

第 52 条　日本競輪学校入学試験は、一般入学試験（以下「一般試験」
という。）及び特別選抜入学試験（以下「特別試験」という。）とする。

（追加）

第 53 条　一般試験の応募者の資格は、次の事項に該当する者とする。
（１）日本国内に居住する男子であること。
（２）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に定める高等学校を卒

業した者又はその回の日本競輪学校入学の期日までに卒業す
る見込みの者若しくはこれと同程度の学力を有する者

（３）年令は、満 17 才以上とし、年令の計算は、その回の入学す
る年度の４月１日を基準とする。

（４）日本競輪学校の生徒として適当でない事実がないこと。

第 72 条　生徒は、食費その他教育に要する費用の一部を負担するも
のとし、入学の際その全額を本財団に納入するものとする。

２　本財団は、生徒が負担すべき費用について、別に定める貸費制
度により貸与することができる。

第 52 条　同　左

２　一般試験及び特別試験は、男子と女子を区分して行う。

第 53 条　　同　左
（１）日本国内に居住する者であること。
（２）同左

（３）同左

（４）同左

第 72 条　生徒は、食費その他教育に要する費用の一部を負担するも
のとし、本財団の請求に応じて速やかに本財団に納入するものと
する。

２　同左

附　則
この規程は、経済産業大臣認可の日から施行する。
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■平成 22・10・22 製第 5号
　平成 22 年 10 月 26 日

財団法人 JKA　会長　下重　暁子　殿
経済産業大臣　大畠　章宏

「自転車等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び
補助の方法に関する規程」の一部改正に関する認可について

　平成 22 年 10 月 22 日付け 22JKA総務第 48 号をもって申請のありました上記の件については、自転車競技法第 26 条第
2項の規定に基づき、認可します。

『自転車等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程』新旧対照表

改　正　案現　　行

第２章　事業の選定の基準

（補助事業者の要件）

第４条　補助事業の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）
は、次の要件に適合しなければならない。
（１）事業を計画に従って遂行するに足る能力を有すること。
（２）原則として公共的団体であって法人格を有すること。

（３）代表者の熱意、識見及び能力が信頼するに足りるものである
こと。

（４）特定企業の利益を図るような運営がなされていないこと。
（５）補助事業者として不適当と認められる行為がなかったこと。

第３章　補助の方法

（事業計画及び収支予算の作成）

第７条　本財団は、前条の審査の結果に基づき、自転車その他の機
械工業に関する事業の振興のための事業計画及び収支予算を作成
し、法第 27 条第１項の規定に基づき、遅滞なく、経済産業大臣に
認可を申請するものとする。

２　前項の事業計画は、あらかじめ機械振興補助事業審査・評価委
員会の意見を聴いた上で作成する。

（補助金の交付に関する決定通知）

第 11 条　本財団は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合
は、補助事業者に対し、様式第５の補助金交付決定通知により、
事業の内容等所要の事項を通知するものとする。

２　補助事業者は、前項の通知を受けた場合は、様式第６の事業の
実施に関する誓約書を、遅滞なく、本財団に提出しなければなら
ない。

３　本財団は、第１項の通知をした場合は、関係書類を付して経済
産業大臣に届け出るものとする。

（補助金交付の辞退）

第 12 条　補助事業者は、前条第１項の通知を受けた後、やむを得な
い事情により補助金の交付を辞退しようとする場合は、その理由
を記載した書類を、遅滞なく、本財団に提出しなければならない。

２　本財団は、前項の書類の提出があったときは、当該申請に係る
補助金の交付決定を取り消すものとする。

３　本財団は、前項の取消しを行ったときは、その旨を経済産業大
臣に報告するものとする。

第２章　事業の選定の基準

（補助事業者の要件）

第４条　補助事業の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）
は、次の要件に適合しなければならない。
（１）事業を計画に従って遂行するに足る能力を有すること。
（２）公共的団体であって法人格を有すること。ただし、研究補助

の対象となる事業については、この限りではない。
（３）代表者の熱意、識見及び能力が信頼するに足りるものである

こと。
（４）特定企業の利益を図るような運営がなされていないこと。
（５）補助事業者として不適当と認められる行為がなかったこと。

第３章　補助の方法

（事業計画及び収支予算の作成）

第７条　本財団は、前条の審査の結果に基づき、自転車その他の機
械工業に関する事業の振興のための事業計画及び収支予算を作成
し、法第 27 条第１項の規定に基づき、遅滞なく、経済産業大臣に
認可を申請するものとする。

２　前項の事業計画は、あらかじめ機械振興補助事業審査・評価委
員会が審査した結果をもとに作成する。

（補助金の交付に関する決定通知）

第 11 条　本財団は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合
は、補助事業者に対し、様式第５の補助金交付決定通知により、
事業の内容等所要の事項を通知するものとする。

２　補助事業者は、前項の通知を受けた場合は、様式第６の事業の
実施に関する誓約書を、遅滞なく、本財団に提出しなければなら
ない。

削る

（補助金交付の辞退）

第 12 条　補助事業者は、前条第１項の通知を受けた後、やむを得な
い事情により補助金の交付を辞退しようとする場合は、その理由
を記載した書類を、遅滞なく、本財団に提出しなければならない。

２　本財団は、前項の書類の提出があったときは、当該申請に係る
補助金の交付決定を取り消すものとする。

削る
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第４章　事業実施の方法

（補助事業の計画の変更等）

第 16 条　補助事業者は、補助事業の計画及び方法を変更しようと
する場合は、あらかじめ変更の理由、内容及び変更に係る事業の
収支予算を記載した様式第８の申請書を本財団に提出し、承認を
得なければならない。

２　本財団は、前項の承認を行ったときは、その旨を経済産業大臣
に報告するものとする。

（補助金の額の確定等）

第 20 条　本財団は、前条の報告を受けた場合は、その補助事業の
実施内容及び収支決算を調査し、適正に行われていると認めたと
きは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するとともに、補
助事業により取得した物件があるときは、その管理方法について
も併せて通知するものとする。

２　前項の調査は、関係書類その他必要な資料の審査により行うほ
か、必要があると認めるときは、本財団の役職員及び本財団が認
めた者により実地に調査を行うものとする。

３　前項の実地調査を行うときは、あらかじめ補助事業者に期日そ
の他必要な事項を通知するものとする。

４　本財団は、第１項の確定を行ったときは、その結果を経済産業
大臣に報告するものとする。

第６章　雑則

（補助金交付決定の取消し等）

第 30 条　本財団は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する
場合は、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことがで
きるものとする。
（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
（２）事業を中止した場合
（３）事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
（４）第４条各号の要件に適合すると認められなくなった場合
（５）第 20 条第１項の調査又は第 27 条第１項の監査を拒み、妨げ、

又は忌避した場合
（６）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した

場合
（７）その他この規程又はこの規程に基づく処分に違反したと認め

られる場合
２　前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用があるもの
とする。

３　本財団は、第１項の取消しを行ったときは、その旨を経済産業
大臣に報告するものとする。

（公示）

第 33 条　本財団は、毎事業年度開始の３月前までに、当該年度の補
助事業に関し、補助金交付要望書の提出先、提出期限、提出書類
その他必要な事項を公示するものとする。

２　前項の公示は、官報、経済産業公報及び本財団が発行する会報
により行う。

第４章　事業実施の方法

（補助事業の計画の変更等）

第 16 条　補助事業者は、補助事業の計画及び方法を変更しようと
する場合は、あらかじめ変更の理由、内容及び変更に係る事業の
収支予算を記載した様式第８の申請書を本財団に提出し、承認を
得なければならない。

削る

（補助金の額の確定等）

第 20 条　本財団は、前条の報告を受けた場合は、その補助事業の
実施内容及び収支決算を調査し、適正に行われていると認めたと
きは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するとともに、補
助事業により取得した物件があるときは、その管理方法について
も併せて通知するものとする。

２　前項の調査は、関係書類その他必要な資料の審査により行うほ
か、必要があると認めるときは、本財団の役職員及び本財団が認
めた者により実地に調査を行うものとする。

３　前項の実地調査を行うときは、あらかじめ補助事業者に期日そ
の他必要な事項を通知するものとする。

削る

第６章　雑則

（補助金交付決定の取消し等）

第 30 条　本財団は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する
場合は、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことがで
きるものとする。
（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
（２）事業を中止した場合
（３）事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
（４）第４条各号の要件に適合すると認められなくなった場合
（５）第 20 条第１項の調査又は第 27 条第１項の監査を拒み、妨げ、

又は忌避した場合
（６）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した

場合
（７）その他この規程又はこの規程に基づく処分に違反したと認め

られる場合
２　前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用があるもの
とする。

削る

（公示）

第 33 条　本財団は、毎事業年度開始の３月前までに、当該年度の補
助事業に関し、補助金交付要望書の提出先、提出期限、提出書類
その他必要な事項を公示するものとする。

２　前項の公示は、補助対象事業の特性に応じた媒体（新聞、テレビ、
本財団ホームページ等）を有効に活用して広範に周知する。

附　則
この規程は、経済産業大臣認可の日から施行する。
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様式第１（第５条関係）

自転車等機械工業振興事業に関する補助金交付要望書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　下記の事業を行いたいので、「自転車等機械工業振興事業に関
する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第５条
の規定に基づき、補助金の交付を要望します。

記

１　事業名
２　事業費総額
３　補助金交付要望額
４　補助金を必要とする理由
５　補助事業の概要（別添１）
６　事業者の概要（別添２）
７　連絡先

様式第１（第５条関係）

自転車等機械工業振興事業に関する補助金交付要望書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　下記の事業を行いたいので、「自転車等機械工業振興事業に関
する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第５条
の規定に基づき、補助金の交付を要望します。

記

１　事業名
２　補助対象経費総額
３　補助金交付要望額
４　補助金を必要とする理由
５　補助事業の概要
６　事前計画／自己評価
７　事業者の概要
８　当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予
定の有無

９　連絡先

（別添１）

○○○補助事業の概要

１　事業の目的
２　事業の遂行に関する計画
（１）事業の内容
（２）実施方法及び場所
（３）事業の実施予定表
（４）事業成果の公表の方法
（５）事業の完了時期
３　事業を実施する上における事業収支予算（別表）

（削る）
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（別表）

○○年度○○○補助事業収支予算書

１　収入の部
単位　円

（注）自己負担金は、寄付金、借入金、自己資金その他に区分
　　  して予算額を記載のこと。

なお、借入金については、借入予定先及び償還方法を記
載すること。

２　支出の部
単位　円

（削る）

（別添２）

事　業　者　の　概　要

１　定款又は寄附行為に定める団体の目的・事業
２　役職員及び会員の状況
３　業務概要
４　前年度における収支決算の概要
５　本要望書提出時に属する年度の収支予算の概要
６　添付書類

法人の登記簿謄本

（削る）

項　　　目 予　算　額 摘　　　要
補　助　金
自己負担金
合　　　計

項 目 節
経　　　　　費

算出基礎
補助金 自己負担金 計

計
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様式第２（第８条関係）

番　　　号
年　月　日

補助事業者名
代表者名

財団法人ＪＫＡ　　　　　
会長名　　　　　　　　印

○○年度自転車等機械工業振興事業に関する補助金交付内定通知

　○○年○○月○○日付け○○○第○○号をもって補助交付要望
のありました事業に対する補助金交付につきましては、別紙のと
おり内定しましたので、「自転車等機械工業振興事業に関する補
助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第８条の規定
に基づき通知します。
　つきましては、同規程第９条に基づく補助金交付申請書を○○
年○○月○○日までに本財団に提出して下さい。
　なお、期日までに同申請書を提出されない場合は、受諾の意思
がないものとして取り扱います。

様式第２（第８条関係）

番　　　号
年　月　日

補助事業者名
代表者名

財団法人ＪＫＡ　　　　　
会長名　　　　　　　　印

○○年度自転車等機械工業振興事業に関する補助金交付内定通知

　○○年○○月○○日付け○○○第○○号をもって補助交付要望
のありました事業に対する補助金交付につきましては、別紙のと
おり内定しましたので、「自転車等機械工業振興事業に関する補
助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第８条の規定
に基づき通知します。
　つきましては、同規程第９条に基づく補助金交付申請書を○○
年○○月○○日までに本財団に提出して下さい。
　なお、期日までに同申請書を提出されない場合は、受諾の意思
がないものとして取り扱います。

（別紙）

１　補助事業名
２　補助事業者
３　補助事業計画
（１）目的
（２）内容

４　補助金の限度額
５　事業の完了期限

（別紙）

１　補助事業名
２　補助事業者
３　補助事業計画
（１）目的
（２）内容
（３）実施場所
４　補助金の限度額
５　事業の完了期限



競輪第 32 号 平成 22 年 11 月 30 日（火） （9）広 報 K E I R I N
改　正　案現　　行

様式第３（第９条関係）

自転車等機械工業振興事業に関する補助金交付申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　○○年○○月○○日付け○○○第○○号をもって内定通知を受
けた下記の事業を行いたいので、「自転車等機械工業振興事業に
関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第９
条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。

記

１　事業名
２　事業費総額
３　補助金交付申請額
４　事業の計画（別添１）
５　事業の収支予算（別添２）

６　連絡先
７　添付書類（別添３）

様式第３（第９条関係）

自転車等機械工業振興事業に関する補助金交付申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　○○年○○月○○日付け○○○第○○号をもって内定通知を受
けた下記の事業を行いたいので、「自転車等機械工業振興事業に
関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第９
条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。

記

１　事業名
２　補助対象経費総額
３　補助金交付申請額
４　事業の計画
５　事業の収支予算
６　事前計画／自己評価
７　当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予
定の有無

８　連絡先
９　添付書類

（別添１）

事　業　計　画　書

１　補助事業の目的
２　補助事業の遂行に関する計画
（１）事業の内容
（２）実施方法及び場所
（３）事業の実施予定表
（４）事業成果の公表の方法
（５）事業の完了時期

（削る）
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（別添２）
○○年度○○○補助事業収支予算書

１　収入の部
単位　円

（注）自己負担金は、寄付金、借入金、自己資金その他に区分
　　  して予算額を記載のこと。

なお、借入金については、借入予定先及び償還方法を記
載すること。

２　支出の部
単位　円

（削る）

（別添３）

添　付　書　類

１　法人の代表者の印鑑証明書
２　当該事業の実施に関する機関の決議書

（削る）

項　　　目 予　算　額 摘　　　要
補　助　金
自己負担金
合　　　計

項 目 節 経　　　　　費 算出基礎補助金 自己負担金 計
国内経費

人件費

旅　費

物件費

事業費

事務諸費

海外経費
人件費

旅　費

物件費

事業費

事務諸費

合　計
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様式第６（第 11 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業実施に関する誓約書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」を実施するに当たって、貴
財団から前記事業の補助を受けることについては、「自転車等機
械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に
関する規程」、「自転車等機械工業振興事業に関する補助細則」、「補
助事業実施に関する事務手続要領」及び「補助金の交付決定通知」
（○○年○○月○○日○○○第○○号）に記載されている諸事項
を遵守し実施することを誓約します。

添付書類
　法人格を有しない補助事業者の代表者である場合は、「自
転車等機械工業振興事業に関する補助細則」第６条第１項の
規定に基づき連帯保証人の保証書を添付すること。

様式第６（第 11 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業実施に関する誓約書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」を実施するに当たって、貴
財団から前記事業の補助を受けることについては、「自転車等機
械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に
関する規程」、「自転車等機械工業振興事業に関する補助細則」、「補
助事業実施に関する事務手続要領」及び「補助金の交付決定通知」
（○○年○○月○○日○○○第○○号）に記載されている諸事項
を遵守し実施することを誓約します。
　また、「補助事業の完了報告書」と共に提出する調査報告書、研
究論文等の成果物、その他貴財団に提出する一切の資料（動画・
写真を含むがそれに限られない )を、貴財団が、貴財団のホーム
ページにおいて公表するのに必要な範囲において、複製、公衆送信、
素材の修正、改変、翻案、編集、見出しやキーワードを付加する
こと、及び、第三者の素材と一緒に編集することを許諾します。

（削る）

様式第７（第 15 条関係）

自転車等機械工業振興補助金の費目の流用に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 15 条の
規定に基づき、下記の理由により補助金の費目の流用をしたいの
で、承認を申請します。

記

１　理由
２　費目の流用に関する明細書
　　　（新旧対照として、その積算を明らかにすること。）

様式第７（第 15 条関係）

自転車等機械工業振興補助金の費目の流用に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 15 条の
規定に基づき、下記の理由により補助金の費目の流用をしたいの
で、承認を申請します。

記

１　理由
２　費目の流用に関する明細
　　　（新旧対照として、その積算を明らかにすること。）
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様式第８（第 16 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業の計画の変更に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 16 条第
１項の規定に基づき、下記のとおり事業計画の一部を変更したい
ので、承認を申請します。

記

１　変更の理由
２　変更の内容（新旧対照とする。）
３　変更に係る事業の収支予算書

様式第８（第 16 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業の計画の変更に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 16 条第
１項の規定に基づき、下記のとおり事業計画の一部を変更したい
ので、承認を申請します。

記

１　変更の理由
２　変更の内容（新旧対照とする。）
３　変更に係る事業の収支予算

様式第９（第 17 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業の状況に関する報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業の状況について、「自転車等機械工業振興事業に
関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第
17 条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　事業の実施状況
（当該○○○○○○における事業の実施内容、経過とその
成果とを簡明に記載する。なお、事業実施の予定と実績と
を比べて遅速のある場合はその理由を記載する。）

２　物件取得状況
（当該○○○○○○において取得した機械器具（試作品を
含む。）、土地、建物、構築物、冶工具類、原材料、図書等
について、その取得年月日、金額、数量、名称、型式、製
造者名等必要な事項を記載する。）

様式第９（第 17 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業の状況に関する報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業の状況について、「自転車等機械工業振興事業に
関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第
17 条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　事業の実施状況
（削る）

２　物件取得状況
（削る）
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様式第 10（第 19 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業の完了報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業は、○○年○○月○○日完了したので、「自転車
等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方
法に関する規程」第 19 条の規定に基づき、下記書類を添えて報
告します。

記

１　事業の実施内容及び成果に関する報告書（別紙１）
２　事業の収支決算に関する報告書（別紙２）
３　取得物件に関する報告書（別紙３）

様式第 10（第 19 条関係）

自転車等機械工業振興補助事業の完了報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業は、○○年○○月○○日完了したので、「自転車
等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方
法に関する規程」第 19 条の規定に基づき、下記のとおり報告し
ます。

記

１　事業の実施内容及び成果に関する報告書
２　事業の収支決算に関する報告書
３　取得物件に関する報告書
４　事前計画／自己評価
５　補助事業概要の広報資料

（別紙１）

事業の実施内容及び成果に関する報告書

１　事業名
２　事業の実施経過
３　実施内容及び成果
４　事業実施に関して特許権、実用新案権等を申請又は取得した
ときは、その内容

５　業界等において今後予想される効果
６　本事業により作成した印刷物（研究報告書等）

（削る）



（14） 平成 22 年 11 月 30 日（火） 広 報 K E I R I N 競輪第 32 号
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（別紙２）

○○年度「○○○○○○」補助事業収支決算報告書

１　決算総括表
（イ）収入の部

（ロ）支出の部

２　支出内訳表
（イ）決算費目別内訳

（ロ）月別支出状況

（削る）

（別紙３）

○○年度○○○○○○補助事業取得物件報告書

（記入上の注意）
１　物件の区分は補助細則による。
２　単価及び金額の欄には物件の購入価格を記入するものとす
るが、補助事業者において製作したものについては直接製造
に要した経費を記入するものとする。

３　製造・型式・仕様の欄には機械等の構造機能、仕様の概要
及び附属品、附属工具等の品目数量を記入するものとするが、
一般市販品は型式及び製品番号等を記入する。

（削る）

項　　　目 予 算 額 収 入 額 増   減 備   考
１ 補 助 金
２ 自己負担金
合　　　計

項 目
最終予算額 収　入　額 増　　減 備考補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計

合計

目 節
予算額 支

出
額

備　

考
原予算額 流用増減額 最終予算額

補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計

合計

目 節 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 備　考

合　計

物件の区分 品名 数量 単価 金額 製造年月日 製造所名 取得年月日 購入先 製造・型式・
仕様 所在場所
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様式第 11（第 22 条関係）

自転車等機械工業振興補助金の精算払申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 22 条第
１項の規定に基づき、下記のとおり精算払の方法により補助金の
支払を申請します。

記

１　補助金支払申請額
２　補助金の支払の対象となるもの
（注）証拠書類の写しを添付すること。

様式第 11（第 22 条関係）

自転車等機械工業振興補助金の精算払申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 22 条第
１項の規定に基づき、下記のとおり精算払の方法により補助金の
支払を申請します。

記

１　補助金支払申請額
２　補助金の支払の対象となるもの
（注）証拠書類の写しを添付すること。

様式第 12（第 22 条関係）

自転車等機械工業振興補助金の分割払（前金払）申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 22 条第
２項の規定に基づき、下記のとおり分割払（前金払）の方法によ
り補助金の支払を申請します。

記

１ 　補助金支払申請額
２ 　補助金の支払の対象となるもの
３　補助金の分割払又は前金払を必要とする理由及び経費明細書
　等必要な書類

様式第 12（第 22 条関係）

自転車等機械工業振興補助金の分割払（前金払）申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「自転車等機械工業振興事業に関する
補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」第 22 条第
２項の規定に基づき、下記のとおり分割払（前金払）の方法によ
り補助金の支払を申請します。

記

１　補助金支払申請額
２　補助金の支払の対象となるもの
３　補助金の分割払又は前金払を必要とする理由及び経費明細書
　等必要な書類
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■平成 22・10・22 製第 6号
　平成 22 年 10 月 26 日

財団法人 JKA　会長　下重　暁子　殿
経済産業大臣　大畠　章宏

「自転車等機械工業振興事業に関する補助細則」の一部改正に関する認可について

　平成 22 年 10 月 22 日付け 22JKA総務第 49 号をもって申請のありました上記の件については、自転車競技法第 26 条第
2項の規定に基づき、認可します。

『自転車等機械工業振興事業に関する補助細則』新旧対照表

改　正　案現　　行

（審査）

第２条　機振規程第６条及び第 10 条の審査は、毎年度定める補助方
針及び審査基準によるものとする。

２　前項の補助方針は、あらかじめ機械振興補助事業審査・評価委
員会の意見を聴いた上で定めるものとする。

（経費の区分）

第４条　補助事業者は、機振規程第 14 条第２項の規定に基づき、補
助事業を実施するために必要な経費を次の費目に区分して処理し
なければならない。
（１）国内経費

国内経費とは、国内において支払いを必要とする経費であっ
て、次の費目に区分するものとする。
ア　旅費
イ　物件費
ウ　事業費
エ　事務諸費

（２）海外経費
海外経費とは、国外において支払いを必要とする経費であっ
て、費目の区分は、国内経費に準じて行うものとする。

２　補助事業者は、前項の経費区分により処理することが困難な場
合は、あらかじめ本財団の承認を得て、補助事業者の会計規程に
よって行うことができるものとする。

（法人格を有しない補助事業者の措置）

第６条　法人格を有しない補助事業者は、機振規程第 11 条第２項の
誓約書に、３名以上の役員又は役員の属する法人をその連帯保証
人とする、様式第１の保証書を添付しなければならない。

２　法人格を有しない補助事業者が代表者を変更した場合は、遅滞
なくその代表者の印鑑証明書及び連帯保証人の同意書を付して、
本財団に届け出なければならない。

３　法人格を有しない補助事業者が連帯保証人を変更した場合は、
遅滞なくその連帯保証人の保証書を付して、その旨を本財団に届
け出なければならない。

（取得物件の区分）

第７条　補助事業者が機振規程第 19 条の規定に基づき本財団に提出
する補助事業の完了報告書のうち補助事業取得物件報告書の物件
の区分は、次の各号によるものとする。
（１）土地、建物及び付属設備
（２）構築物
（３）機械及び装置
（４）車両及びその他の陸上運搬具
（５）工具、器具及び備品

（審査）

第２条　機振規程第６条及び第 10 条の審査は、毎年度定める補助方
針及び審査基準によるものとする。

２　前項の補助方針は、あらかじめ機械振興補助事業審査・評価委
員会が審議した結果をもとに定めるものとする。

（経費の区分）

第４条　補助事業者は、機振規程第 14 条第２項の規定に基づき、補
助事業を実施するために必要な経費を次の費目に区分して処理し
なければならない。
（１）国内経費

国内経費とは、国内において支払いを必要とする経費であっ
て、次の費目に区分するものとする。
ア　旅費
イ　物件費
ウ　事業費
削る

（２）海外経費
海外経費とは、国外において支払いを必要とする経費であっ
て、費目の区分は、国内経費に準じて行うものとする。

２　補助事業者は、前項の経費区分により処理することが困難な場
合は、あらかじめ本財団の承認を得て、補助事業者の会計規程に
よって行うことができるものとする。

削る

削る

削る

（取得物件の区分）

第６条　補助事業者が機振規程第 19 条の規定に基づき本財団に提出
する補助事業の完了報告書のうち補助事業取得物件報告書の物件
の区分は、次の各号によるものとする。
削る
削る
（１）機械及び装置
（２）車両及びその他の陸上運搬具
（３）工具、器具及び備品
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（６）試作品及び供試品
（７）その他
２　前項の補助事業取得物件報告書により報告を要する取得物件は、
取得価格の単価が５万円以上のものとする。ただし、取得物件の
単価が５万円未満の場合であっても、本財団が必要と認めたとき
は、この限りでない。

（補助事業取得物件の管理に関する誓約書）

第８条　補助事業者は、本財団から機振規程第 20 条第１項の補助事
業により取得した物件の取扱いに関する通知を受けたときは、当
該通知を受けた日から１月以内に、補助事業取得物件の管理に関
し、様式第２の誓約書を本財団に提出しなければならない。

（名称等の変更の届出）

第９条　補助事業者が名称、法人格及び主たる事務所の住所を変更
した場合は、遅滞なく本財団に届け出なければならない。

（４）試作品及び供試品
（５）その他
２　前項の補助事業取得物件報告書により報告を要する取得物件は、
取得価格の単価が５万円以上のものとする。

（補助事業取得物件の管理に関する誓約書）

第７条　補助事業者は、本財団から機振規程第 20 条第１項の補助事
業により取得した物件の取扱いに関する通知を受けたときは、当
該通知を受けた日から１月以内に、補助事業取得物件の管理に関
し、様式第１の誓約書を本財団に提出しなければならない。

（名称等の変更の届出）

第８条　補助事業者が名称、法人格及び主たる事務所の住所を変更
したときは、遅滞なく本財団に届け出なければならない。

附　則　
この規程は、経済産業大臣認可の日から施行する。

様式第１（第６条関係）

保　　証　　書

年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

連帯保証人　　　　　　　 　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 
氏　名（法人にあっては名称及び代表者氏名）　印
住　所　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 
氏　名（法人にあっては名称及び代表者氏名）　印
住　所　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 
氏　名（法人にあっては名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」を実施するに当たって申請
者（名称及び代表者氏名）が貴財団に提出した○○年○○月○○
日付けの誓約書のとおり履行することを連帯保証します。

（注）１　連帯保証人が法人の場合は、登記簿謄本及び印鑑証明
書を添付のこと。

２　連帯保証人が法人でない場合は、印鑑証明書を添付の
　　こと。

削る

様式第２（第８条関係）

自転車等機械工業振興補助事業取得物件の管理に関する誓約書

年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　　　　 　　　
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」により取得した物件につい
て、○○年○○月○○日付け○○○第○○号に記載されている諸
事項を遵守して管理することを誓約します。

様式第１（第７条関係）

自転車等機械工業振興補助事業取得物件の管理に関する誓約書

年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　　　　 　　　
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」により取得した物件につい
て、○○年○○月○○日付け○○○第○○号に記載されている諸
事項を遵守して管理することを誓約します。
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■平成 22・10・22 製第 7号
　平成 22 年 10 月 26 日

財団法人 JKA　会長　下重　暁子　殿
経済産業大臣　大畠　章宏

「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の
補助を行うための業務方法に関する規程」の一部改正に関する認可について

　平成 22 年 10 月 22 日付け 22JKA総務第 50 号をもって申請のありました上記の件については、自転車競技法第 26 条第
2項の規定に基づき、認可します。

『競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の
補助を行うための業務方法に関する規程』新旧対照表

改　正　案現　　行

第２章　事業の選定の基準

（補助事業者の要件）

第４条　補助事業の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）
は、次の要件に適合しなければならない。
（１）事業を計画に従って遂行するに足る能力を有すること。
（２）原則として公益的団体であって法人格を有すること。

（３）代表者の熱意、識見及び能力が信頼するに足りるものである
こと。

（４）補助事業者として不適当と認められる行為がなかったこと。

第３章　補助の方法

（事業計画及び収支予算の作成）

第７条　本財団は、前条の審査の結果に基づき、競輪公益資金によ
る体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助に関する
事業計画及び収支予算を作成し、　法第 27 条第１項の規定に基づ
き、遅滞なく、経済産業大臣に認可を申請するものとする。

２　前項の事業計画は、あらかじめ公益事業振興補助事業審査・評
価委員会の意見を聴いた上で作成する。

（補助金の交付に関する決定通知）

第 11 条　本財団は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合
は、補助事業者に対し、様式第５の補助金交付決定通知により、
事業の内容等所要の事項を通知するものとする。

２　補助事業者は、前項の通知を受けた場合は、様式第６の事業の
実施に関する誓約書を、遅滞なく、本財団に提出しなければなら
ない。

３　本財団は、第１項の通知をした場合は、関係書類を付して経済
産業大臣に届け出るものとする。

（補助金交付の辞退）

第 12 条　補助事業者は、前条第１項の通知を受けた後、やむを得な
い事情により補助金の交付を辞退しようとする場合は、その理由
を記載した書類を、遅滞なく、本財団に提出しなければならない。

２　本財団は、前項の書類の提出があったときは、当該申請に係る
補助金の交付決定を取り消すものとする。

３　本財団は、前項の取消しを行ったときは、その旨を経済産業大
臣に報告するものとする。

第２章　事業の選定の基準

（補助事業者の要件）

第４条　補助事業の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）
は、次の要件に適合しなければならない。
（１）事業を計画に従って遂行するに足る能力を有すること。
（２）公益的団体であって法人格を有すること。ただし、新世紀未

来創造プロジェクトの対象となる事業については、この限り
ではない。

（３）代表者の熱意、識見及び能力が信頼するに足りるものである
こと。

（４）補助事業者として不適当と認められる行為がなかったこと。

第３章　補助の方法

（事業計画及び収支予算の作成）

第７条　本財団は、前条の審査の結果に基づき、競輪公益資金によ
る体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助に関する
事業計画及び収支予算を作成し、法第 27 条第１項の規定に基づ
き、遅滞なく、経済産業大臣に認可を申請するものとする。

２　前項の事業計画は、あらかじめ公益事業振興補助事業審査・評
価委員会が審査した結果をもとに作成する。

（補助金の交付に関する決定通知）

第 11 条　本財団は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合
は、補助事業者に対し、様式第５の補助金交付決定通知により、
事業の内容等所要の事項を通知するものとする。

２　補助事業者は、前項の通知を受けた場合は、様式第６の事業の
実施に関する誓約書を、遅滞なく、本財団に提出しなければなら
ない。

削る

（補助金交付の辞退）

第 12 条　補助事業者は、前条第１項の通知を受けた後、やむを得な
い事情により補助金の交付を辞退しようとする場合は、その理由
を記載した書類を、遅滞なく、本財団に提出しなければならない。

２　本財団は、前項の書類の提出があったときは、当該申請に係る
補助金の交付決定を取り消すものとする。

削る
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第４章　事業実施の方法

（補助事業の計画の変更等）

第 16 条　補助事業者は、補助事業の計画及び方法を変更しようとす
る場合は、あらかじめ変更の理由、内容及び変更に係る事業の収
支予算を記載した様式第８の申請書を本財団に提出し、承認を得
なければならない。

２　本財団は、前項の承認を行ったときは、その旨を経済産業大臣
に報告するものとする。

（補助金の額の確定等）

第 20 条　本財団は、前条の報告を受けた場合は、その補助事業の実
施内容及び収支決算を調査し、適正に行われていると認めたとき
は、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するとともに、補助
事業により取得した物件があるときは、その管理方法についても
併せて通知するものとする。

２　前項の調査は、関係書類その他必要な資料の審査により行うほ
か、必要があると認めるときは、本財団の役職員及び本財団が認
めた者により実地に調査を行うものとする。

３　前項の実地調査を行うときは、あらかじめ補助事業者に期日そ
の他必要な事項を通知するものとする。

４　本財団は、第１項の確定を行ったときは、その結果を経済産業
大臣に報告するものとする。

第６章　雑則

（補助金交付決定の取消し等）

第 30 条　本財団は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する
場合は、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことがで
きるものとする。
（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
（２）事業を中止した場合
（３）事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
（４）第４条各号の要件に適合すると認められなくなった場合
（５）第 20 条第１項の調査又は第 27 条第１項の監査を拒み、妨げ、

又は忌避した場合
（６）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した

場合
（７）その他この規程又はこの規程に基づく処分に違反したと認め

られる場合
２　前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用があるもの
とする。

３　本財団は、第１項の取消しを行ったときは、その旨を経済産業
大臣に報告するものとする。

（公示）

第 33 条　本財団は、毎事業年度開始の３月前までに、当該年度の補
助事業に関し、補助金交付要望書の提出先、提出期限、提出書類
その他必要な事項を公示するものとする。

２　前項の公示は、官報、経済産業公報及び本財団が発行する会報
により行う。

第４章　事業実施の方法

（補助事業の計画の変更等）

第 16 条　補助事業者は、補助事業の計画及び方法を変更しようとす
る場合は、あらかじめ変更の理由、内容及び変更に係る事業の収
支予算を記載した様式第８の申請書を本財団に提出し、承認を得
なければならない。

削る

（補助金の額の確定等）

第 20 条　本財団は、前条の報告を受けた場合は、その補助事業の実
施内容及び収支決算を調査し、適正に行われていると認めたとき
は、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するとともに、補助
事業により取得した物件があるときは、その管理方法についても
併せて通知するものとする。

２　前項の調査は、関係書類その他必要な資料の審査により行うほ
か、必要があると認めるときは、本財団の役職員及び本財団が認
めた者により実地に調査を行うものとする。

３　前項の実地調査を行うときは、あらかじめ補助事業者に期日そ
の他必要な事項を通知するものとする。

削る

第６章　雑則

（補助金交付決定の取消し等）

第 30 条　本財団は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する
場合は、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことがで
きるものとする。
（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
（２）事業を中止した場合
（３）事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
（４）第４条各号の要件に適合すると認められなくなった場合
（５）第 20 条第１項の調査又は第 27 条第１項の監査を拒み、妨げ、

又は忌避した場合
（６）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した

場合
（７）その他この規程又はこの規程に基づく処分に違反したと認め

られる場合
２　前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用があるもの
とする。

削る

（公示）

第 33 条　本財団は、毎事業年度開始の３月前までに、当該年度の補
助事業に関し、補助金交付要望書の提出先、提出期限、提出書類
その他必要な事項を公示するものとする。

２　前項の公示は、補助対象事業の特性に応じた媒体（新聞、テレビ、
本財団ホームページ等）を有効に活用して広範に周知する。

附　則
この規程は、経済産業大臣認可の日から施行する。
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様式第１（第５条関係）

競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする
事業に関する補助金交付要望書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　下記の事業を行いたいので、「競輪公益資金による体育事業その
他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に
関する規程」第５条の規定に基づき、補助金の交付を要望します。

記

事業名
事業費総額
補助金交付要望額
補助金を必要とする理由
補助事業の概要（別添１）
事業者の概要（別添２）
当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予定の有無
連絡先

様式第１（第５条関係）

競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする
事業に関する補助金交付要望書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　下記の事業を行いたいので、「競輪公益資金による体育事業その
他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に
関する規程」第５条の規定に基づき、補助金の交付を要望します。

記

１　事業名
２　補助対象経費総額
３　補助金交付要望額
４　補助金を必要とする理由
５　補助事業の概要
６　事前計画 /自己評価
７　事業者の概要
８　当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予 
　　定の有無
９　連絡先

（別添１）

○○○補助事業の概要

１　事業の目的
２　事業の遂行に関する計画
（１）事業の内容
（２）実施方法及び場所
（３）事業の実施予定表
（４）事業成果の公表の方法
（５）事業の完了時期
３　事業を実施する上における事業収支予算（別表）

（削る）
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（別表）

○○年度○○○補助事業収支予算書

１　収入の部
単位　円

（注）自己負担金は、寄付金、借入金、自己資金その他に区分
　　  して予算額を記載のこと。

なお、借入金については、借入予定先及び償還方法を記
載すること。

２　支出の部
単位　円

（削る）

（別添２）

事　業　者　の　概　要

１　定款又は寄附行為に定める団体の目的・事業
２　役職員及び会員の状況
３　業務概要
４　前年度における収支決算の概要
５　本要望書提出時に属する年度の収支予算の概要
６　添付書類
　　　法人の登記簿謄本

（削る）

項　　　目 予　算　額 摘　　　要
補　助　金
自己負担金
合　　　計

項 目 節
経　　　　　費

算出基礎
補助金 自己負担金 計

計
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様式第３（第９条関係）

競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする
事業に関する補助金交付申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　○○年○○月○○日付け○○○第○○号をもって内定通知を受
けた下記の事業を行いたいので、「競輪公益資金による体育事業そ
の他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法
に関する規程」第９条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。

記

１　事業名
２　事業費総額
３　補助金交付申請額
４　事業の計画（別添１）
５　事業の収支予算（別添２）
６　当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予
　　定の有無
７　連絡先
８　添付書類（別添３）

様式第３（第９条関係）

競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする
事業に関する補助金交付申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　○○年○○月○○日付け○○○第○○号をもって内定通知を受
けた下記の事業を行いたいので、「競輪公益資金による体育事業そ
の他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法
に関する規程」第９条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。

記

１　事業名
２　補助対象経費総額
３　補助金交付申請額
４　事業の計画
５　事業の収支予算
６　事前計画 /自己評価
７　当該事業に関し、他の団体に対する補助申請又は補助申請予
　　定の有無
８　連絡先
９　添付書類

（別添１）

事　業　計　画　書

１　補助事業の目的
２　補助事業の遂行に関する計画
（１）事業の内容
（２）実施方法及び場所
（３）事業の実施予定表
（４）事業成果の公表の方法
（５）事業の完了時期

（削る）
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（別添２）
○○年度○○○補助事業収支予算書

１　収入の部
単位　円

（注）１　補助金の欄は、補助金の交付申請額を記入すること
２　自己負担金の欄は、自己資金、借入金及び他からの
補助金または寄付金（国庫、地方公共団体、共同募金
会からの収入）の合計額を記入し、摘要欄において、
財源別にその明細を記載すること。なお、借入金につ
いては、借入先及び償還方法を記載すること。

２　支出の部
単位　円

（削る）

（別添３）

１　添付書類
（１）法人の代表者の印鑑証明書
（２）当該事業の実施に関する機関の決議書

（削る）

項　　　目 予　算　額 摘　　　要
補　助　金
自己負担金
合　　　計

項 目 節 経　　　　　費 算出基礎補助金 自己負担金 計
国内経費

人件費

旅　費

物件費

事業費

事務諸費

海外経費
人件費

旅　費

物件費

事業費

事務諸費

合　計
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様式第６（第 11 条関係）

競輪公益資金による補助事業実施に関する誓約書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」を実施するに当たって、貴
財団より前記事業の補助を受けることについては、「競輪公益資
金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を
行うための業務方法に関する規程」、「競輪公益資金による体育事
業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」、「補
助事業実施に関する事務手続要領」及び「補助金の交付決定通知」
（○○年○○月○○日○○○第○○号）に記載されている諸事項
を遵守し実施することを誓約します。

（添付書類）
　法人格を有しない補助事業者の代表者である場合は、補助細則
第６条第１項の規定に基づき連帯保証人の保証書を添付すること。

様式第６（第 11 条関係）

競輪公益資金による補助事業実施に関する誓約書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」を実施するに当たって、貴
財団より前記事業の補助を受けることについては、「競輪公益資
金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を
行うための業務方法に関する規程」、「競輪公益資金による体育事
業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」、「補
助事業実施に関する事務手続要領」及び「補助金の交付決定通知」
（○○年○○月○○日○○○第○○号）に記載されている諸事項
を遵守し実施することを誓約します。
　また、「補助事業完了報告書」と共に提出する調査報告書、研
究論文等の成果物、その他貴財団に提出する一切の資料（動画・
写真を含むがそれに限られない）を、貴財団が、貴財団のホーム
ページにおいて公表するのに必要な範囲において、複製、公衆送
信、素材の修正、改変、翻案、編集、見出しやキーワードを付加
すること、及び、第三者の素材と一緒に編集することを許諾しま
す。
（削る）

様式第７（第 15 条関係）

競輪公益資金による補助金の費目の流用に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他
の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関
する規程」第 15 条の規定に基づき、下記の理由により補助金の
費目の流用をしたいので、承認を申請します。

記

１　理由
２　費目の流用に関する明細書
（新旧対照として、その積算を明らかにすること。）

様式第７（第 15 条関係）

競輪公益資金による補助金の費目の流用に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他
の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関
する規程」第 15 条の規定に基づき、下記の理由により補助金の
費目の流用をしたいので、承認を申請します。

記

１　理由
２　費目の流用に関する明細書
（新旧対照として、その積算を明らかにすること。）
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様式第８（第 16 条関係）

競輪公益資金による補助事業の計画の変更に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他
の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関
する規程」第 16 条第１項の規定に基づき、下記のとおり事業計
画の一部を変更したいので、承認を申請します。

記

１　変更の理由
２　変更の内容（新旧対照とする。）
３　変更に係る事業の収支予算書

様式第８（第 16 条関係）

競輪公益資金による補助事業の計画の変更に関する承認申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他
の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関
する規程」第 16 条第１項の規定に基づき、下記のとおり事業計
画の一部を変更したいので、承認を申請します。

記

１　変更の理由
２　変更の内容（新旧対照とする。）
３　変更に係る事業の収支予算書

様式第９（第 17 条関係）

競輪公益資金による補助事業の状況に関する報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業の状況について、「競輪公益資金による体育事業
その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方
法に関する規程」第 17 条の規定に基づき、下記のとおり報告し
ます。

記

１　事業の実施状況
（当該○○○○○○における事業の実施内容、経過とその成
果とを簡明に記載する。なお、事業実施の予定と実績とを比
べて遅速のある場合はその理由を記載する。）

２　物件取得状況
（当該○○○○○○において取得した機械器具（試作品を含
む。）、土地、建物、構築物、原材料、図書等について、その
取得年月日、金額、数量、名称、型式、製造者名等必要な事
項を記載する。）

様式第９（第 17 条関係）

競輪公益資金による補助事業の状況に関する報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業の状況について、「競輪公益資金による体育事業
その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方
法に関する規程」第 17 条の規定に基づき、下記のとおり報告し
ます。

記

１　事業の実施状況
（削る）

２　物件取得状況
（削る）
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様式第 10（第 19 条関係）

競輪公益資金による補助事業の完了報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業は、○○年○○月○○日完了したので、「競輪公
益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補
助を行うための業務方法に関する規程」第 19 条の規定に基づき、
下記書類を添えて報告します。

記

１　事業の実施内容及び成果に関する報告書（別紙１）
２　事業の収支決算に関する報告書（別紙２）
３　取得物件に関する報告書（別紙３）

様式第 10（第 19 条関係）

競輪公益資金による補助事業の完了報告書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業は、○○年○○月○○日完了したので、「競輪公
益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補
助を行うための業務方法に関する規程」第 19 条の規定に基づき、
下記のとおり報告します。

記

１　事業の実施内容及び成果に関する報告書
２　事業の収支決算に関する報告書
３　取得物件に関する報告書
４　事前計画 /自己評価
５　補助事業概要の広報資料

（別紙１）

事業の実施内容及び成果に関する報告書

１　事業名
２　事業の実施経過
３　実施内容及び成果
４　事業実施に関して特許権、実用新案権等を申請又は取得した
　　ときは、その内容
５　今後予想される効果
６　本事業により作成した印刷物（研究報告書等）

（削る）
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（別紙２）

○○年度「○○○○○○」補助事業収支決算報告書

１　決算総括表
（イ）収入の部

（ロ）支出の部

２　支出内訳表
（イ）決算費目別内訳

（ロ）月別支出状況

（削る）

（別紙３）

○○年度○○○○○○補助事業取得物件報告書

（記入上の注意）
１　物件の区分は補助細則による。
２　単価及び金額の欄には物件の購入価格を記入するものとす
るが、補助事業者において製作したものについては直接製造
に要した経費を記入するものとする。

３　製造・型式・仕様の欄には機械等の構造機能、仕様の概要
及び附属品、附属工具等の品目数量を記入するものとするが、
一般市販品は型式及び製品番号等を記入する。

（削る）

項　　　目 予 算 額 収 入 額 増   減 備   考
１ 補 助 金
２ 自己負担金
合　　　計

項 目
最終予算額 収　入　額 増　　減 備考補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計

合計

目 節
予算額 支

出
額

備　

考
原予算額 流用増減額 最終予算額

補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計 補助金 自己負担金 計

合計

目 節 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 備　考

合　計

物件の区分 品名 数量 単価 金額 製造年月日 製造所名 取得年月日 購入先 製造・型式・
仕様 所在場所
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様式第 11（第 22 条関係）

競輪公益資金による補助金の精算払申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○」
　上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他
の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関
する規程」第 22 条第１項の規定に基づき、下記のとおり精算払
の方法により補助金の支払を申請します。

記

１　補助金支払申請額
２　補助金の支払の対象となるもの
（注）証拠書類の写しを添付すること。

様式第 11（第 22 条関係）

競輪公益資金による補助金の精算払申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他
の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関
する規程」第 22 条第１項の規定に基づき、下記のとおり精算払
の方法により補助金の支払を申請します。

記

１　補助金支払申請額
２　補助金の支払の対象となるもの
（注）証拠書類の写しを添付すること。

様式第 12（第 22 条関係）

競輪公益資金による補助金の分割払（前金払）申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

補助事業名「○○年度○○○○○○」
上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他の
公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関す
る規程」第 22 条第２項の規定に基づき、下記のとおり分割払（前
金払）の方法により補助金の支払を申請します。

記

１　補助金支払申請額
２　補助金の支払の対象となるもの
３　補助金の分割払又は前金払を必要とする理由及び経費明細書
　　等必要な書類

様式第 12（第 22 条関係）

競輪公益資金による補助金の分割払（前金払）申請書

番　　　号
年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　 　　　　　　  
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　補助事業名「○○年度○○○○○○補助事業」
　上記補助事業について、「競輪公益資金による体育事業その他
の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関
する規程」第 22 条第２項の規定に基づき、下記のとおり分割払（前
金払）の方法により補助金の支払を申請します。

記

１　補助金支払申請額
２　補助金の支払の対象となるもの
３　補助金の分割払又は前金払を必要とする理由及び経費明細書
　　等必要な書類
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■平成 22・10・22 製第 8号
　平成 22 年 10 月 26 日

財団法人 JKA　会長　下重　暁子　殿
経済産業大臣　大畠　章宏

「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする
事業に関する補助細則」の一部改正に関する認可について

　平成 22 年 10 月 22 日付け 22JKA総務第 51 号をもって申請のありました上記の件については、自転車競技法第 26 条第
2項の規定に基づき、認可します。

『競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則』新旧対照表

改　正　案現　　行

（審査）

第２条　競輪公益規程第６条及び第 10 条の審査は、毎年度定める補
助方針及び審査基準によるものとする。

２　前項の補助方針は、あらかじめ公益事業振興補助事業審査・評
価委員会の意見を聴いた上で定めるものとする。

（経費の区分）

第４条　補助事業者は、競輪公益規程第 14 条第２項の規定に基づき、
補助事業を実施するために必要な経費を次の費目に区分して処理
しなければならない。
（１）事業費

（２）物件費

（法人格を有しない補助事業者の措置）

第６条　法人格を有しない補助事業者は、競輪公益規程第 11 条第２
項の誓約書に、３名以上の役員又は役員の属する法人をその連帯
保証人とする、様式第１の保証書を添付しなければならない。

２　法人格を有しない補助事業者が代表者を変更した場合は、遅滞
なくその代表者の印鑑証明書及び連帯保証人の同意書を付して、
本財団に届け出なければならない。

３　法人格を有しない補助事業者が連帯保証人を変更した場合は、
遅滞なくその連帯保証人の保証書を付して、その旨を本財団に届
け出なければならない。

（取得物件の区分）

第７条　補助事業者が競輪公益規程第 19 条の規定に基づき本財団に
提出する補助事業の完了報告書のうち補助事業取得物件報告書の
物件の区分は、次の各号によるものとする。
（１）土地、建物及び附属設備
（２）構築物
（３）機械及び装置
（４）車両その他陸上運搬具
（５）工具、器具及び備品
（６）試作品及び供試品

（審査）

第２条　競輪公益規程第６条及び第 10 条の審査は、毎年度定める補
助方針及び審査基準によるものとする。

２　前項の補助方針は、あらかじめ公益事業振興補助事業審査・評
価委員会が審議した結果をもとに定めるものとする。

（経費の区分）

第４条　補助事業者は、競輪公益規程第 14 条第２項の規定に基づき、
補助事業を実施するために必要な経費を次の費目に区分して処理
しなければならない。
（１）国内経費

国内経費とは、国内において支払いを必要とする経費であっ
て、次の費目に区分するものとする。
ア　旅費
イ　物件費
ウ　事業費

（２）海外経費
海外経費とは、国外において支払いを必要とする経費であっ
て、費目の区分は、国内経費に準じて行うものとする。

２　補助事業者は、前項の経費区分により処理することが困難な場
合は、あらかじめ本財団の承認を得て、補助事業者の会計規程に
よって行うことができるものとする。

削る

削る

削る

（取得物件の区分）

第６条　補助事業者が競輪公益規程第 19 条の規定に基づき本財団に
提出する補助事業の完了報告書のうち補助事業取得物件報告書の
物件の区分は、次の各号によるものとする。
（１）建物及び附属設備
（２）構築物
（３）機械及び装置
（４）車両その他陸上運搬具
（５）工具、器具及び備品
（６）試作品及び供試品
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（７）その他
２　前項の補助事業取得物件報告書により報告を要する取得物件は、
取得価格の単価が５万円以上のものとする。ただし、取得物件の
単価が５万円未満の場合であっても、本財団が必要と認めたとき
は、この限りでない。

（補助事業取得物件の管理に関する誓約書）

第８条　補助事業者は、本財団から競輪公益規程第 20 条第１項の補
助事業により取得した物件の取扱いに関する通知を受けたときは、
当該通知を受けた日から１月以内に、補助事業取得物件の管理に
関し、様式第２の誓約書を本財団に提出しなければならない。

（名称等の変更の届出）

第９条　補助事業者が名称、法人格及び主たる事務所の住所を変更
したときは、遅滞なく本財団に届け出なければならない。

（７）その他
２　前項の補助事業取得物件報告書により報告を要する取得物件は、
取得価格の単価が５万円以上のものとする。

（補助事業取得物件の管理に関する誓約書）

第７条　補助事業者は、本財団から競輪公益規程第 20 条第１項の補
助事業により取得した物件の取扱いに関する通知を受けたときは、
当該通知を受けた日から１月以内に、補助事業取得物件の管理に
関し、様式第１の誓約書を本財団に提出しなければならない。

（名称等の変更の届出）

第８条　補助事業者が名称、法人格及び主たる事務所の住所を変更
したときは、遅滞なく本財団に届け出なければならない。

附　則
この規程は、経済産業大臣認可の日から施行する。

様式第１（第６条関係）

保　　証　　書

年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

連帯保証人　　　　　　　 　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 
氏　名（法人にあっては名称及び代表者氏名）　印
住　所　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 
氏　名（法人にあっては名称及び代表者氏名）　印
住　所　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 
氏　名（法人にあっては名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」を実施するに当たって申請
者（名称及び代表者氏名）が貴財団に提出した○○年○○月○○
日付けの誓約書のとおり履行することを連帯保証します。
（注）１　連帯保証人が法人の場合は、登記簿謄本及び印鑑証明

書を添付のこと。
２　連帯保証人が法人でない場合は、印鑑証明書を添付の
　　こと。

削る

様式第２（第８条関係）

競輪公益資金による補助事業取得物件の管理に関する誓約書

年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　　　　 　　　
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」により取得した物件につい
て、○○年○○月○○日付け○○○第○○号に記載されている諸
事項を遵守して管理することを誓約します。

様式第１（第７条関係）

競輪公益資金による補助事業取得物件の管理に関する誓約書

年　月　日

財団法人ＪＫＡ
会長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　　　　 　　　
氏　名（名称及び代表者氏名）　印

　「○○年度○○○○○○補助事業」により取得した物件につい
て、○○年○○月○○日付け○○○第○○号に記載されている諸
事項を遵守して管理することを誓約します。
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登録事項の変更
（22JKA指導第 1号の 4　平成 22 年 10 月 29 日）

選　手

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 13033 川端　大輔 13601 工藤　政志
 13672 三上　隆幸 13770 宮下　　潤
 14018 内藤　秀久 14138 山下　　渡

氏名変更（1名） 適用日　平成 22 年 11 月 3 日 

同
（22JKA指導第 1号の 5　平成 22 年 11 月 5 日）

県内移動（6名） 適用日　平成 22 年 11 月 10 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 14378 加賀山　淳 14403 櫻井　太士
 14728 三好恵一郎 14756 中地　麻人
 14770 中村　伊裕 14780 古川　大輔

同
（22JKA指導第 1号の 6　平成 22 年 11 月 12 日）

県内移動（6名） 適用日　平成 22 年 10 月 27 日 

 登録番号 新氏名 旧氏名
 14384 佐藤　龍二 早野　龍二

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 13081 阿部　俊二 13649 菅原　啓二
 13994 杉山　悠也 14187 大西　　祐
 14334 倉　俊宏

県内移動（5名） 適用日　平成 22 年 11 月 3 日 

県外移動（1名） 適用日　平成 22 年 11 月 8 日 

 登録番号 氏名
 14543 栗駒　匡樹

特別昇班
（22JKA指導第 1号の 4　平成 22 年 10 月 29 日）

（1名） 

10/13～ 10/15
立川
1.1. ①

10/22～ 10/24
取手
1.1. ①

14512　長井　妙樹（東京）　96 期　22 才
新級班

A2 H22.10.25
22 年後期
 ～

23 年後期

10/3～ 10/5
静岡
1.1. ①

昇班適用日 適用期 達成までの優勝記録

（74 名） 登録更新日　平成 22 年 11 月 1 日

登録更新
 （22JKA指導第 1号の 5　平成 22 年 11 月 5 日）

 地区 府県 登録番号 氏　名
 北日本 北海道 14423 石井　啓午
  〃 14424 大澤　哉太
  〃 14425 前川　裕希
  〃 14426 薮下　直輝
  青森 14427 佐藤　和也
  〃 14428 鹿内　　翔
  〃 14429 千澤　大輔
  〃 14430 橋本　祐司
  岩手 14431 田畑　英行
  宮城 14432 相澤　恵一
  〃 14433 長田　彰人
  秋田 14434 山﨑　功也
  福島 14435 伊藤　勝太
  〃 14436 上田　栄蔵
  〃 14437 玉木　英典

県内移動（7名） 適用日　平成 22 年 11 月 17 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 13841 平原　康多 14089 浅井　康太
 14090 竹澤　浩司 14112 小川　勇介
 14474 山﨑　　晃 14739 里見　恒平
 14762 辻本　達矢

同
（22JKA指導第 1号の 7　平成 22 年 11 月 19 日）

県外移動（1名） 適用日　平成 22 年 11 月 15 日 

 登録番号 氏名
 14094 有馬　雄二

登録消除
（22JKA指導第 1号の 7　平成 22 年 11 月 19 日）

（1名） 登録消除日　平成 22 年 11 月 11 日

 千葉  9772 14634 A2 飯沼　　朗

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号
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 北日本 福島 14438 緑川　修平
  〃 14439 山崎　　司
  〃 14440 渡 　正光
 関東 茨城 14441 芦澤　辰弘
  〃 14442 雲藤　　梓
  〃 14443 堀内　　昇
  栃木 14444 星野　辰也
  群馬 14445 伊東　拓也
  〃 14446 菅藤　　智
  〃 14447 三木　翔太
  埼玉 14448 相川　永伍
  〃 14449 片折　勇輝
  〃 14450 金子　哲大
  〃 14451 武藤　篤弘
  東京 14452 長井　優斗
  〃 14453 森　旭二
  長野 14454 上原　　龍
 南関東 千葉 14455 小野　裕次
  〃 14456 亀井　久幸
  〃 14457 北野　良栄
  〃 14458 近藤　　保
  〃 14459 根藤　浩二
  〃 14460 矢口　大樹
  〃 14461 山中　秀將
  神奈川  8859 成田　　昇
  〃 14462 小原　太樹
  〃 14463 久保　将史
  〃 14464 中西　　司
  〃 14465 村上　直久
  静岡 14466 二藤　元太
 中部 愛知 14467 伊藤　隼人
  〃 14468 城木　健治
  〃 14469 田中　星吾
  岐阜 14470 板橋　慎治
  〃 14471 笹山　　優
  三重 14472 坂口　晃輔
  富山 14473 重倉　高史
  石川 14474 山﨑　　晃
 近畿 福井 14475 間　悠平
  滋賀 14476 乾　　庄平
  〃 14477 白上　　翔
  京都 14478 内山　貴裕
  〃 14479 金子　浩貴

出場あっせん停止
　「競輪に係る業務の方法に関する規程」に基づき、下
記のとおり決定しました。
 （22JKA指導第 15 号　平成 22 年 10 月 27 日）
（1名）

府県級班

 A3 千葉 13698 橘　慶一郎
あっせん停止12ヶ月
平成22年 11月 1日～
平成23年 10月 31日

業務規程
第 135条
第 1項
第 12号

番号 氏名 あっせん停止期間 適　条

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 福島 19033 12341 鈴木　健一
 〃 19034 13831 前島　宏至
 〃 19035 13999 小林　孝文
 〃 19036 14137 房州　輝也
 〃 19037 14356 佐藤　一伸
 茨城 19038 13390 小堀　　剛
 〃 19039 14003 須賀　和彦
 栃木 19040 10386 福田　陽生
 〃 19041 13014 江連　和洋
 埼玉 19042 13934 山中　孝一
 東京 19043 10997 南雲　孝之

先頭誘導選手の認定・認定更新・認定抹消
（22JKA指導第 1号の 4　平成 22 年 10 月 29 日）

認定（17 名） 認定年月日　平成 22 年 11 月 1 日

 近畿 大阪 14480 町田　貴章
  兵庫 14481 丸　泰教
  〃 14482 松本　琢也
  〃 14483 竜門　孝宗
 中国 岡山 14484 河端　朋之
  〃 14485 田中　勇二
  広島 14486 大瀬戸潤一郎
  〃 14487 才迫　勇馬
 四国 徳島 14488 塩浦　達郎
 九州 福岡 14489 鍋　邦彰
  〃 14490 永田　隼一
  〃 14491 藤﨑　優輝
  佐賀 14492 飯塚　隼人
  長崎 14493 阪本　大志
  大分 14494 山﨑　　翼
  宮崎 14495 下沖　功児
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 長野 19044  9961 藤本　達也
 三重 19045 14538 村田　洋剛
 福井 19046 14475 間　悠平
 徳島 19047 13804 湊　　聖二
 福岡 19048 13146 八谷　誠賢
 熊本 19049 13154 瀬口慶一郎

認定更新（166 名） 更新年月日　平成 22 年 11 月 1 日

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 北海道 11748 11209 川口　輝明
 〃 14778 12931 竹村　政明
 宮城 18578  9833 佐藤　義則
 〃 18581 13605 白木　正彦
 秋田 13062 11966 安藤　竜一
 〃 17461 12064 有坂　直樹
 〃 14780 12859 三浦　　修
 福島 18586 10599 大竹　　洋
 〃 18587 10845 井澤　一平
 栃木 11764 11347 渡 　藤男
 〃 15515 13314 鈴木　宏章
 群馬 14781 11672 栗田　弘一
 〃 14782 11673 島田　裕二
 〃 18148 13400 稲村　好将
 埼玉 16116  9380 伊藤　公人
 〃 17465 10858 相場　聖二
 〃 17466 11118 柳原　　泰
 〃 16117 11238 福井　栄治
 〃 16123 12503 加藤　雅人
 〃 16766 12571 酒井　　実
 〃 17467 12572 関　　靖夫
 〃 18594 13177 藤原拓世史
 〃 16126 13242 尾﨑　　剛
 〃 16128 13317 津久井　隆
 〃 16130 13405 宮下　貴之
 東京 12428  9862 飯田　義広
 〃 18593 10183 高橋　洋一
 〃 18149 11589 鈴木　真仁
 新潟 17471 12430 松田　桂一
 〃 17472 13247 池端　将巳
 千葉 14798 10295 梅原　　宏
 〃 14802 10631 澤　淳一
 〃 17474 11005 皆藤　直弘
 〃 14803 11130 大坪　義和

 千葉 14804 11133 吉野　直樹
 〃 17476 11360 進藤　浩行
 〃 17477 12085 今井　義清
 〃 17478 12086 斉藤　　恭
 〃 17479 12087 瀬尾　義弘
 〃 17480 12361 吉川　和廣
 〃 14807 12432 石井　　孝
 〃 17481 12728 飯田　辰哉
 〃 17482 12958 川名　　剛
 〃 15524 12959 平沢　正治
 〃 15526 13027 戸ノ下太郎
 〃 15527 13029 藤田　晃英
 〃 16136 13106 赤井　　学
 〃 15528 13107 鶴岡　孝之
 〃 16771 13183 坂木田雄介
 〃 16772 13465 春日　勇人
 〃 16773 13694 浅野　　徹
 〃 16774 13695 岡本　英之
 〃 18150 13764 石井　秀治
 〃 17485 13851 和田健太郎
 〃 18151 13935 石橋　伸和
 〃 18152 13940 宮内　貴司
 〃 18622 14081 田中　晴基
 愛知  9151  9424 石川　浩史
 〃 18153 11620 本村　譲治
 〃 16138 12208 鰐渕　正利
 〃 18154 12591 一丸　安貴
 岐阜 16776  9301 中嶋　直人
 三重 17486 10712 萩原　　操
 〃 17487 11915 日紫喜修司
 〃 13073 12113 廣田　　浩
 〃 17488 13481 矢部　和彦
 富山 16139 10771 岡田　和義
 〃 18595 12743 熊無　俊一
 〃 16140 13483 宮越　孝治
 石川 17490 11817 有賀　高士
 〃 16141 13484 北野　大暁
 〃 18156 13870 鈴木　隆広
 福井 17491 11820 橘　　州智
 〃 17492 12288 濵野　雅樹
 〃 18155 13786 木村　高士
 〃 18575 14249 鷲田　幸司
 滋賀  9811  9564 加奈川英三
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 徳島 17526 12987 堤　　　洋
 〃 18160 13061 小磯　知也
 〃 17527 13140 小倉　竜二
 〃 17528 13505 住村　　実
 〃 17529 13589 佐竹　和也
 〃 17530 13739 石山　直哉
 高知 17531 11537 野本　順三
 〃 18596 11651 中島　茂雄
 〃 17533 11735 濱田　光識
 〃 17534 11847 赤松　誠一
 〃 17535 12042 山原　利秀
 愛媛  9831  9807 越智　祥泰
 〃 16144 13508 曽我部匡史
 〃 16145 13509 明星　晴道
 〃 17537 13967 岡本　大嗣
 福岡 18598 10569 久冨　久貴
 〃 18163 12390 坂本　明久
 〃 17549 12992 吉良　勝信
 〃 18165 13067 池田　英樹
 〃 17550 13070 木　和仁
 〃 17552 13659 比良　豪
 〃 18167 13660 吉　広紀
 〃 16800 13810 良永　浩一
 〃 18604 13971 内山　　拓
 〃 18603 14264 松尾信太郎
 佐賀 16801  8304 西村　康博
 〃 13670 10577 佐々木浩三
 〃 17553 11954 山下　　忍
 〃 17554 12626 原　　　司
 〃 16803 13812 草場　悠輔
 〃 17555 13972 富永　昌久
 長崎 17558 11074 田中　浩仁
 大分 18171 11661 後藤　　太
 〃 18172 12397 土井　　勉
 〃 18174 13148 小野　俊之
 〃 18175 13149 草野　敏章
 〃 18176 13151 山本　崇志
 〃 16804 13816 二宮　　司
 〃 16805 13817 吉川　裕二
 〃 18178 14116 安東　宏高
 熊本 17566 11078 野　圭一
 〃 18601 11450 藤村　照彦
 〃 17569 12054 礒田　義則

 滋賀 17493 10445 三谷　典正
 京都 17495 12524 西岡　一哉
 〃 17496 13580 河村　章憲
 奈良 14809 13050 森田　　誠
 和歌山 16779 13729 堺　　文人
 大阪 17497 10550 櫻井　邦彦
 〃 16781 11038 山下　豊彦
 〃 17498 11634 中澤　央治
 〃 17499 13131 藤野　一良
 〃 16142 13285 吉川　　悟
 〃 16143 13342 奥中　竜之
 〃 17500 13795 井上　将志
 岡山 16782  9573 市原　一幸
 〃 17501  9575 近藤　博信
 〃 17502 10007 山口　俊哉
 〃  9825 10009 松原　秀史
 〃 17503 11302 前原　雄大
 〃 17504 11417 小川　　巧
 〃 13662 12298 星島　　太
 〃 13663 12380 近藤　修康
 〃 14227 12462 杉原　純一
 〃 14228 12534 川﨑浩一郎
 〃 14229 12607 伊加　哲也
 〃 17505 12755 曽根　好久
 〃 17506 13585 澤住　直行
 〃 18158 13963 柏野　智典
 広島 17507 10408 奥田　稔彦
 〃 17508 11421 大久保義郎
 〃 17509 11645 吉岡　裕二
 〃 16788 11729 新田　義男
 〃 16789 11839 藤倉　正敏
 〃 17511 12384 中川　政晴
 山口 16790 11052 中村　俊治
 〃 17512 13355 桑原　大志
 香川 17514 10224 合田　浩久
 〃 13665 12473 清水　邦章
 〃 17520 13217 佐々木英之
 〃 16793 13357 近藤　誠二
 〃 17521 13358 行成　大祐
 徳島 17522 11060 中山　益広
 〃 11777 11312 村上　政信
 〃 17523 11946 森　　　理
 〃 17525 12700 山田　耕司
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 熊本 17572 12782 米丸　俊成
 〃 18602 13225 江浦　憲誠
 〃 16806 13299 五十嵐博一

認定抹消（19 名） 抹消年月日　平成 22 年 11 月 1 日

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 宮城 18577  9247 岡田　富夫
 〃 18576 11211 秋藤　 雄
 〃 18580 13085 田　雄三
 〃 18582 13606 細川　陽介
 〃 18583 13753 阿部　　晃
 〃 18584 13988 阿部　英光
 福島 18585  9735 森　　人志
 〃 18588 11772 大沼　　修
 〃 18589 12789 大河内鉄矢
 〃 18590 13536 皆川　　淳
 千葉 17475 11129 石井　敬一
 〃 17484 13848 坂西　佑介
 神奈川 14808 12874 田中　時忠
 静岡 16121 11876 高野　淳一
 滋賀 17494 11823 北川　智博
 岡山 14230 12609 橘　　　勇
 徳島 17524 12311 山本幸二郎
 福岡 14241 12622 堺　　和之
 〃 18164 12846 大石　敏弘

先頭誘導選手の認定取消
（22JKA指導第 1号の 4　平成 22 年 10 月 29 日）

（1名）＝あっせん停止

13698 橘　慶一郎 千葉 16775 平成 22 年11 月 1 日
平成 25 年
11 月 1 日

登録
番号 府県選手名 認定

番号
再認定
可能日

認　定
取消日

審判員

登録消除
　「競輪審判員、選手および自転車登録規則」に基づき、
下記のとおり登録を消除しました。
 （22JKA競運第 67 号　平成 22 年 10 月 13 日）
（1名）

地区 登録
番号

認定
番号 氏名 消除日 適用条項

近畿 3273 B-96 松本　義昭平成22年10月8日
登録規則
第 13 条
第 1号

地区 登録
番号

認定
番号 氏名 消除日 適用条項

本部 3518 B-241 金持　隆明平成22年10月27日
登録規則
第 13 条
第 1号

本部 3803 B-246 横森　清好平成22年10月27日
登録規則
第 13 条
第 1号

本部 4699 B-833 小森　清敬平成22年10月27日
登録規則
第 13 条
第 1号

同
　「競輪審判員、選手および自転車登録規則」に基づき、
下記のとおり登録を消除しました。
 （22JKA競運第 72 号　平成 22 年 11 月 2 日）
（3名）

登録事項の変更
　「競輪審判員、選手および自転車登録規則」に基づき、
登録事項の変更をしました。
 （平成 22 年 11 月 10 日）

所属
 JKA 4833 馬場　美保

登録番号 氏　名

住所変更（1名）　　　  適用日　平成 22 年 11 月 10 日 

氏名変更（1名）　　　  適用日　平成 22 年 11 月 10 日 

 所属 登録番号 新氏名 旧氏名
 JKA 4833 馬場　美保 鈴木　美保
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検車員

認定取消
　「競輪検車員認定に関する要領」に基づき、下記のと
おり認定を取消しました。 

（22JKA競運第 6号の 9　平成 22 年 10 月 27 日）
（3名）

 311 金持　隆明 平成 22 年
10 月 27 日

競輪検車員認定に
関する要領7（1）

認定番号 氏名 認　定
取消日 適用

 337 横森　清好 平成 22 年
10 月 27 日

競輪検車員認定に
関する要領7（1）

 1439 小森　清敬 平成 22 年
10 月 27 日

競輪検車員認定に
関する要領7（1）

自 転 車
登録更新

　下記のとおり本財団登録自転車の登録を更新しました。
（22JKA競運第 70 号　平成 22 年 10 月 27 日）

昭和 58 年
11 月 1 日

初年度
登録日

2. 自転車の種類及び規格並びにその特徴
　　　　　競走車安全基準に適合する自転車　　　　
　　　　　（ラグ付きフレームのみの製造とする）
3. 登録有効期間
　　　　　平成22年 11月 1日から平成25年 10月 31日まで

1. 登録更新自転車

登録番号

第 206 号 ばらもん
（Baramon）

自転車工房ばらもん
代表 小玉　正夫
福岡県久留米市荒木町白口2504-4

商標 製造業者の氏名・住所

ばらもん

̶ヘッドマーク̶

認定証記載事項の変更
　「競輪検車員認定に関する要領」9に基づき、下記の
通り認定証記載事項の変更をしました。
 （平成 22 年 11 月 18 日）
氏名変更（1名）　　　  適用日　平成 22 年 11 月 18 日 

 所属 登録番号 新氏名 旧氏名
 JKA 1589 馬場　美保 鈴木　美保

同
　「競輪検車員認定に関する要領」に基づき、下記のと
おり認定を取消しました。 

（22JKA競運第 6号の 10　平成 22 年 11 月 18 日）
（1名）

 1469 須田　幸雄 平成 22 年
11 月 18 日

競輪検車員認定に
関する要領7（1）

認定番号 氏名 認　定
取消日 適用

仕様の追加
　下記のとおり仕様を追加しました。

（22JKA競運第 75 号　平成 22 年 11 月 19 日）

1. 登録番号及び商標
 第 204 号　プロトン
2. 製造業者住所氏名
 岡山県岡山市中区桑野 525 番地 109
 有限会社下森製作所
 代表取締役　下森　久壽男
3. 登録有効期間
 平成 22 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで
4. 追加事項
 ①前ホークつめ　オリジナル 2（9mm）
 ②後つめ　オリジナル 2（8mm及び 10mm）
5. 追加日
 平成 22 年 11 月 19 日



競輪第 32 号 平成 22 年 11 月 30 日（火） （37）広 報 K E I R I N

あっせん
平成 22年 11 月競輪出場あっせん状況

1.　開催状況（11 月あっせん対象節数）
 G　Ⅲ 4 競輪場 4 節
   （函館、川崎、一宮、松阪）
 F　Ⅰ 23 競輪場 25 節
   （平、取手、宇都宮、西武園、

京王閣、立川、松戸、川崎、伊東、
岐阜、大垣、富山、福井、向日町、
岸和田、広島、玉野、高松、松山、
高知、小倉、久留米、熊本）

 F　Ⅱ 30 競輪場 43 節  

2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,746 人
 A　級１・２班 4,059 人
 A　級３班 1,935 人
 合　計 7,740 人

3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 2.08 回
 A　級１・２班 2.38 回
 A　級３班 2.68 回

4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級につい
ては中部・四国地区が高く、A級については中部・近畿・
四国地区が高かった。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対応等
も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行なった。

　開催状況
　　G　Ⅲ 函館、川崎、一宮、松阪 （4 節）
　　F　Ⅰ  平、取手、宇都宮、西武園、京王閣、立川、

松戸、川崎、伊東、岐阜、大垣、富山、
福井、向日町、岸和田、広島、玉野、高松、
松山、高知、小倉、久留米、熊本　（25 節）

　　F　Ⅱ 30 競輪場 （43 節）

  合計　72 節

平成 22年 11 月開催出場あっせん概況表
平成 22 年 10 月 6 日

   Ｓ級 A級 合計
 総 人 員 844 2,547 3,391
 非 実 働 人 員 5 125 130
  実 働 人 員  839 2,422 3,261
  0 回 5 125 130
  1 回 7 1 8
  2 回 757 1,270 2,027
  3 回 75 1,151 1,226
 あっせん総数  1,746 5,994 7,740
 一人当たり平均 2.08 2.47 2.37 

区分 級班

  

回
数
別
人
員

あ
っ
せ
ん

平成 22年 11 月開催競輪選手需給状況表
平成 22 年 10 月 6 日

 北日本 207 97 2.13 108 190 0.57 0 83 0.00 108 273 0.40
 関　東 270 162 1.67 774 343 2.26 360 179 2.01 1,134 522 2.17
 南関東 261 137 1.91 666 272 2.45 360 101 3.56 1,026 373 2.75
 中　部 414 114 3.63 594 155 3.83 270 65 4.15 864 220 3.93
 近　畿 162 102 1.59 603 205 2.94 315 86 3.66 918 291 3.15
 中　国 108 56 1.93 297 152 1.95 135 53 2.55 432 205 2.11
 四　国 162 54 3.00 414 148 2.80 180 48 3.75 594 196 3.03
 九　州 162 117 1.38 603 235 2.57 315 107 2.94 918 342 2.68
 全国計 1,746 839 2.08 4,059 1,700 2.38 1,935 722 2.68 5,994 2,422 2.47

一人当たり平均
あっせん回数 2.08 回 2.38 回 2.68 回 2.47 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

※あっせん本数に参入しない部分の依頼数を除く



（38） 平成 22 年 11 月 30 日（火） 広 報 K E I R I N 競輪第 32 号

平成 22年 12 月競輪出場あっせん計画
1.　開催状況（12 月あっせん対象節数）
 G　P 1 競輪場 0 節
   （立川）
 G　Ⅰ 2 競輪場 1 節
   （小倉、立川）
 G　Ⅱ 1 競輪場 0 節
   （立川）
 G　Ⅲ 3 競輪場 3 節
   （伊東、広島、佐世保）
 F　Ⅰ 21 競輪場 23 節
   （平、前橋、宇都宮、西武園、立川、

千葉、平塚、小田原、静岡、名古屋、
大垣、松阪、奈良、和歌山、岸和田、
防府、観音寺、松山、小松島、小倉、
武雄）

 F　Ⅱ 34 競輪場 44 節  

2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,683 人
 A　級１・２班 3,960 人
 A　級３班 1,863 人
 合　計 7,506 人
 ※一部開催（FⅡ 13 節）においてA級 3班戦の概
　　　定番組を 4レース制で実施。
3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 2.00 回
 A　級１・２班 2.33 回
 A　級３班 2.58 回
4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級に
ついては四国・九州地区が高く、A級については中部・
四国地区が高い。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対
応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行う。

平成 22年 12 月開催競輪選手需給計画表
平成 22 年 10 月 6 日

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

 北日本 54 98 0.55 117 189 0.62 45 83 0.54 162 272 0.60
 関　東 252 160 1.58 666 344 1.94 333 179 1.86 999 523 1.91
 南関東 315 136 2.32 657 271 2.42 297 101 2.94 954 372 2.56
 中　部 216 115 1.88 783 154 5.08 378 65 5.82 1,161 219 5.30
 近　畿 162 103 1.57 540 205 2.63 270 85 3.18 810 290 2.79
 中　国 153 55 2.78 243 152 1.60 135 53 2.55 378 205 1.84
 四　国 162 54 3.00 477 149 3.20 207 48 4.31 684 197 3.47
 九　州 369 117 3.15 477 234 2.04 198 106 1.87 675 340 1.99
 全国計 1,683 838 2.00 3,960 1,698 2.33 1,863 720 2.58 5,823 2,418 2.40

一人当たり平均
あっせん回数 2.00 回 2.33 回 2.58 回 2.40 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

登録・認定数等
平成 22 年 11 月 1 日

項　目

登録選手数

先頭誘導
選 手 数   2,434 名

  3,385 名

現在数 摘　　　要

 S　級 A級
 842 名 2,543 名

 SS　　18 A １ 859
 S １　271 A ２ 855
 S ２　553 A ３ 829 

審 判 員 数

検 車 員 数

  780 名

 832 名



競輪第 32 号 平成 22 年 11 月 30 日（火） （39）広 報 K E I R I N
車 券 売 上 状 況

競輪第31号 変更前 変更後
青森の利用者数（9月分） 687,133 687,163
　　　〃　　　年度累計（4月～9月） 1,288,471 1,288,501
青森の利用者一人平均購買額（9月分） 10,497 10,496
合計の利用者数（9月分） 5,626,774 5,626,804
　　　〃　　　年度累計（4月～9月） 35,423,936 35,423,966

なお、今号（競輪第32号）の「車券売上状況」については、訂正後の数値であることを申し添えます。

訂　正
「車券売上状況」に以下のとおりの変更がありました。
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